
 

 

都市環境委員会資料 

  令和４年１１月２５日 

環境部ごみ減量対策課 

 

 

廃棄物処理手数料の改定等について 

 

議案第 66 号「杉並区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例」

の議決後、改正する「杉並区廃棄物の処理及び再利用に関する規則」に基づき、改定さ

れる手数料は、以下のとおりです。 

 

１ 改定手数料   

（１）有料ごみ処理券（店舗や会社など事業活動から出るごみの処理手数料） 
 

券の種別 
現行 改定後 

1セット 1 枚当たり 1セット 1 枚当た り 

小（10ℓ相当券）  

(1セット 10枚) 
７６０円 ７６円 ８７０円 ８７円 

中（20ℓ相当券）  

(1セット 10枚) 
１，５２０円 １５２円 １，７４０円 １７４円 

大（45ℓ相当券） 

(1セット 10枚) 
３，４２０円 ３４２円 ３，９１０円 ３９１円 

特大（70ℓ相当券） 

(1セット５枚) 
２，６６０円 ５３２円 ３，０４５円 ６０９円 

 

（２）粗大ごみ処理手数料 

標準重量 現行 改定後 備考 

10㎏まで ４００円 （変更なし）４００円 布団、スーツケース、扇風機 等 

20㎏まで ８００円 ９００円 ミシン（卓上式のもの）、オイルヒーター 等 

30㎏まで １，２００円 １，３００円 シングルベッド、食器洗い乾燥機 等 

50㎏まで ２，０００円 ２，３００円 ダブルベッド、ランニングマシーン 等 

70㎏まで ２，８００円 ３，２００円 オルガン及び電子ピアノ 等 

    

２ 規則の施行時期 

令和５年 10月１日 

 

３ その他 

  規則改正後すみやかに、広報すぎなみ、区公式 HP 等で、区民、事業者、有料ごみ

処理券を販売している取扱所等、関係者に手数料改定の周知を行う。 
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